
競争参加申込時の提出書類について 

本案件の競争参加者は、別紙の案件ごとの競争参加の申込期間に、納入を予定

する物品の商品説明書をそれぞれ３部ずつ病院局契約担当窓口に提出してくだ

さい。また、商品説明書の構成は次のとおりとします。ただし、次のうち

(3)(4)(5)(6)を取りまとめての作成、又は(3)(4)(5)(6) を(1)に含めての作成

は可とします。 

 （１）  提案書（応札機種リスト・応札する商品のカタログを含む。） 

 （２） 応札仕様書（入札仕様書と対比させて作成のこと。） 

 （３） 設置条件に関する資料 

 （４） 納入に要する期間に関する資料 

 （５） 消耗品に関する資料 

 （６） 保守及び障害支援体制に関する資料 

 （７） 出庫証明書又は販売店若しくは代理店であることを証する書面 

 （８） 定価証明書（単価のほか、総価を示すもの） 



1.基本仕様
 (性能･機能に関する要件)

1-1 内視鏡下手術用支援ロボット装置 基本要件は､以下の要件を満たすこと｡

1-1-1 医療機器に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和35年法律第145号）の規定に定められている製造の承認を得た物品で
あること。

1-1-2 内視鏡外科治療において、三次元画像下に、組織の把持、切開、縫合等の作業をﾛ
ﾎﾞｯﾄｱｰﾑの遠隔操作による安全な手術が可能なこと。

1-1-3
泌尿器科領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内に
おける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下副腎腫瘍摘出術、腹腔鏡下副腎腫瘍切除術・髄質腫瘍、腹腔鏡下腎悪性
腫瘍手術、腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術、腹腔鏡下腎盂形成手術、腹腔鏡下膀胱悪
性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

1-1-4
婦人科領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内にお
ける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下仙骨腟固定術、腹腔鏡下膣式子宮全摘出術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術

1-1-5 耳鼻咽喉科領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内
における公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術

1-1-6 胸部呼吸器領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内
における公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術、胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手
術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

1-1-7 胸部食道領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内に
おける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術、縦郭鏡下食道悪性腫瘍手術

1-1-8 胸部心臓領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内に
おける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
胸腔鏡下弁形成術

1-1-9
腹部胃領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内にお
ける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術、 腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術、 腹
腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術

1-1-10 腹部胆領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内にお
ける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下総胆管拡張症手術

1-1-11 腹部肝領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内にお
ける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下肝切除術

1-1-12 腹部膵領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内にお
ける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術

1-1-13 腹部腸領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内にお
ける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術

1-1-14 腹部直腸領域における手術において、以下の手術における使用が可能で、日本国内に
おける公的保険制度にて承認され診療報酬の請求が可能であること。
腹腔鏡下直腸切除・切断術
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1-2
ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑは、以下の要件を満たすこと｡

1-2-1
本体外寸は(W)1,050mm×(D)1,600mm×(H最小)1,900mm 以下であること｡

1-2-2
重量は865㎏以下であること｡

1-2-3
電源は100V50Hz60Hzに対応し、定格電力は1,500VA以下であること。

1-2-4
ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞの形状はNEMA5-15P相当であること。

1-2-5 ﾊﾞｯﾃﾘ電源を有し、停電時に自動で切り替わること。
また停電時に5分間操作が可能なこと。

1-2-6
ﾛｯｸ機能を装備した移動用のｷｬｽﾀｰを有すること。

1-2-7
以下の要件を満たす4本のｱｰﾑを有すること。

1-2-8
ｱｰﾑ4本のうち、3本には鉗子を各1本、1本にﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟを1本の装着が可能なこと。

1-2-9
ｱｰﾑの高さ、方向、角度の調整が可能なこと。

1-2-10
ｱｰﾑを直接手で掴んでｱｰﾑ全体を自由に配置可能なこと。

1-2-11
各ｱｰﾑの状況を把握可能なｲﾝｼﾞｹｰﾀを有すること。

1-2-12
超音波凝固ﾃﾞﾊﾞｲｽが使用可能なこと。

1-2-13
血管ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽが使用可能なこと。

1-2-14
ｽﾃｰﾌﾟﾗｰﾃﾞﾊﾞｲｽが使用可能なこと。

1-2-15
装着可能な鉗子を30種類以上使用可能なこと。

1-2-16 鉗子交換の際、直前の鉗子または内視鏡の先端があった位置まで誘導する機能を有
すること。

1-2-17
専用の手術台と無線通信にて動作連動できる機能を有すること。

1-2-18
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙでｾｯﾄｱｯﾌﾟを行う機能を有すること。

1-2-19 内視鏡画像をもとに、ｱｰﾑ全体をｻｰｼﾞｶﾙﾜｰｸｽﾍﾟｰｽの中心に向けるﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ機
能を有すること。

1-3
映像ｼｽﾃﾑ用ｶｰﾄは、以下の要件を満たすこと。

1-3-1
本体外寸は(W)700mm×(D)1,000mm×(H)2,300mm 以下であること｡

1-3-2
重量は400㎏以下であること｡

1-3-3
電源は100V50Hz60Hzに対応し、定格電力は1,500VA以下であること。

1-3-4
ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞの形状はNEMA5-15P相当であること。

1-3-5
ﾀﾝｸﾎﾙﾀﾞｰと、ﾛｯｸ機能を装備した移動用のｷｬｽﾀｰを有すること。

1-3-6 映像ｼｽﾃﾑ用ｶｰﾄは、ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ、ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｾｯｻ、ﾓﾆﾀ、電気手術装置が1つの
ｶｰﾄに収納されたものであること｡

1-3-7
ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄは、内視鏡のﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽを自動で調整する機能を有すること｡

1-3-8 ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｾｯｻはUSB接続が可能で、内視鏡のｶﾒﾗﾍｯﾄﾞのﾎﾞﾀﾝ操作で画像を自動保存
する機能を有すること｡
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1-3-9
ﾓﾆﾀでｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ設定とﾋﾞﾃﾞｵ設定を操作できること｡

1-3-10
ﾓﾆﾀは､以下の要件を満たすこと｡

1-3-10-1
対角24ｲﾝﾁ以上のﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ式ｶﾗｰﾓﾆﾀであること｡

1-3-10-2
執刀医又は助手が見ているものと同じ画像を､2D画像で表示することが可能なこと｡

1-3-10-3
ﾓﾆﾀ上に指で線を描く機能を有すること｡

1-3-10-4
鉗子の残回数情報を表示する機能を有すること｡

1-3-11
電気手術装置は、ﾓﾉﾎﾟｰﾗとﾊﾞｲﾎﾟｰﾗの2つのｴﾈﾙｷﾞｰ出力が可能なこと｡

1-3-12
手術操作ｺﾝﾄﾛｰﾗのﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞから、電気手術装置のｴﾌｪｸﾄ設定が可能なこと｡

1-3-13
ﾘﾓｰﾄ診断及びｼｽﾃﾑﾛｸﾞを記録する機能を有すること｡

1-3-14 専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに登録することで、執刀医がｺﾝｿｰﾙﾀｲﾑの推移、使用鉗子の履歴を確
認できる機能を有すること｡

1-4
手術操作ｺﾝﾄﾛｰﾗは、以下の要件を満たすこと。

1-4-1
本体外寸は(W)1,000mm×(D)1,100mm×(H最小)1,500mm 以下であること｡

1-4-2
重量は330㎏以下であること｡

1-4-3
電源は100V50Hz60Hzに対応し、定格電力は1,500VA以下であること。

1-4-4
ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞの形状はNEMA5-15P相当であること。

1-4-5
ﾛｯｸ機能を装備した移動用のｷｬｽﾀｰを有すること。

1-4-6 手術操作ｺﾝﾄﾛｰﾗに向かって座って操作する形状であること。また、接眼部、ｱｰﾑﾚｽﾄ、
ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗの位置は姿勢に合わせて調節可能であり、接眼部は上下、角度の調整が
可能であること。

1-4-7
接眼部に内視鏡が捉えた術野を3D画像で立体的に表示する機能を有すること｡

1-4-8
3D画像に、ｱｲｺﾝやﾃｷｽﾄﾒｯｾｰｼﾞを重ねて表示する機能を有すること｡

1-4-9 ｱｰﾑを操作するため、左右一対のﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗと左右のﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗを有し、ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ
を使用することで4本のｱｰﾑを操作できる機能を有すること｡

1-4-10 3D画像を見ていることを確認する機能を有し、頭部がﾋﾞｭｰｱから離れている時には手術
ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑが作動しない機能を有すること｡

1-4-11
ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗは操作の手ぶれを補正する機能を有すること｡

1-4-12 ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗの動きを縮小(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ)して、ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄｱｰﾑに伝える機能を有すること｡
縮小機能は2つ以上の設定から自由に設定変更が可能なこと｡

1-4-13
ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗとｱｰﾑとの命令伝達を一時的に切り離すｸﾗｯﾁﾍﾟﾀﾞﾙを有すること｡

1-4-14 ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗとｱｰﾑとの命令伝達を一時的に切り離すﾌｨﾝｶﾞｰｸﾗｯﾁ(ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ部分)
を有すること｡

1-4-15
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ手術器機を制御するﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗを有すること。

1-4-16
ﾓﾉﾎﾟｰﾗ手術器機を制御するﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗを有する。

1-4-17
ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞを使用して、斜視鏡の反転をﾜﾝﾀｯﾁで行える機能を有すること｡
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1-4-18
外部画像を取り込み、接眼部の内視鏡画像の下部に表示する機能を有すること｡

1-4-19
緊急停止機能を有すること｡

1-5
内視鏡は、以下の要件を満たすこと。

1-5-1
ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ、ｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ、ｹｰﾌﾞﾙが一体化された内視鏡であること。

1-5-2
ｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ先端部に3Ｄ画像を生成する光学ﾁｬﾈﾙを左右に有すること。

1-5-3
ｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟの視野角は80°以上であること。

1-5-4
複数の自動洗浄機による洗浄工程の検証がなされていること。

1-5-5
ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ又はﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌工程の検証がなされていること。

1-6
ｼﾐｭﾚｰﾀは以下の要件を満たすこと。

1-6-1
手術操作ｺﾝﾄﾛｰﾗに装着し、接眼部へ3D映像を表示する機能を有すること。

1-6-2
ﾒｰｶ基準による初級から上級ﾚﾍﾞﾙまでのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞが行なえること。

1-6-3
過去の使用者、使用回数及びﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ評価点数の管理が行なえること。

1-6-4
ﾆｰﾄﾞﾙ操作に必要となる手技の向上を図る演習が行なえること。

1-6-5
内視鏡操作の演習が行なえること。

1-6-6
ｸﾗｯﾁの使用方法の学習ができること。

1-6-7
ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ及びﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗの操作を習熟できる演習が行なえること。

1-6-8
ﾓﾉﾎﾟｰﾗとﾊﾞｲﾎﾟｰﾗの操作ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞが行なえること。

1-6-9 泌尿器科、婦人科、外科、呼吸器外科領域において、一連、または部分的な手技ｽﾃｯ
ﾌﾟに応じた手技演習が実施できること。

1-6-10
ｼｽﾃﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ及びﾒﾆｭｰの追加が保守期間中、無償で行われること。

1-7
電気ﾒｽｼﾞｪﾈﾚｰﾀは以下の要件を満たすこと。

1-7-1
映像ｼｽﾃﾑ用ｶｰﾄに組み込んだ状態で使用できること。

1-7-2
ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞの形状はNEMA5-15P相当であること。

1-7-3
2種類以上の鉗子が使用可能なこと。

1-7-4 鉗子を使用して、Sealﾓｰﾄﾞ、Coagﾓｰﾄﾞ、及びｼﾝｸﾞﾙｽﾃｯﾌﾟで組織のｼｰﾘﾝｸﾞと切離を行
えるSyncﾓｰﾄﾞでのｴﾈﾙｷﾞｰ出力が可能なこと。

1-7-5
鉗子を使用して、Sealﾓｰﾄﾞ、Bipolarﾓｰﾄﾞでのｴﾈﾙｷﾞｰ出力が可能なこと。

1-7-6
手術操作ｺﾝﾄﾛｰﾗのﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙにより操作が可能なこと。

1-8
手術台は以下の要件を満たすこと。

1-8-1
内視鏡手術支援ﾛﾎﾞｯﾄと連動して使用することが可能なこと。

1-8-2 ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟの(W)2,100mm×(D)590mm以上で(W)方向に450mm以上のｽﾗｲﾄﾞが可能
なこと。
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1-8-3
重量は300㎏以下であること｡

1-8-4
電源は100V50Hz60Hzに対応し、定格電力は750VA以下であること。

1-8-5
ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞの形状はNEMA5-15P相当であること。

1-8-6
移動用のｷｬｽﾀｰを有すること。

1-8-7 ｺﾗﾑの昇降ｽﾄﾛｰｸは、510mm以上とし、ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟが590mm～1,100mmの範囲で高さ
調節が可能なこと。

1-8-8 ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟは、ﾄﾚﾝﾃﾞﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ角度±45°以上、傾斜度±30°以上の角度を任意に
傾ける機能を有すること。

1-8-9
ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟの耐荷重は、400Kg以上であること。

1-8-10
足板は開脚可能であること。

1-8-11
頭部側の手術に対応するために、-25°以上傾斜可能な頭板を有すること。

1-8-12 術野ｴﾘｱの位置がずれないよう、ﾄﾚﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ、逆ﾄﾚﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ及び前後ｽﾗｲﾄﾞの各
機能が連動して動く機能を有すること。

1-8-13 ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟの高さ、ﾄﾚﾝﾃﾞﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ、逆ﾄﾚﾝﾃﾞﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ及び前後ｽﾗｲﾄﾞ等の各機能の動
きに合わせて、ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑが連動すること。

1-8-14 充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰによる駆動ができること。また、ﾊﾞｯﾃﾘｰの残量が少なくなった時に、充電
の必要性を知らせる機能を有すること。

1-8-15
ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑとの連動を有線及び無線の両方で行える機能を有すること。

1-9
アーム等洗浄機は以下の要件を満たすこと。

1-9-1 内視鏡下手術支援ロボット用アーム等の洗浄について、内視鏡下手術支援ロボット販売
メーカーから認定を受けた洗浄機であること。

1-9-2
専用のラックを1組分以上用意すること。

1-9-3
院内で使用している中材管理システムに接続できること。

1-10
周辺機器は以下の要件を満たすこと。

1-10-1 本調達における内視鏡手術支援ﾛﾎﾞｯﾄで使用可能な以下の周辺機器、又はそれに相
当する周辺機器を有すること。

1-10-2
8mmｽﾃﾚｵｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ0°を2個以上有すること。

1-10-3
8mmｽﾃﾚｵｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ30°を2個以上有すること。

1-10-4
ｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ用滅菌ﾄﾚｲを4個以上有すること。

1-10-5
ﾄﾚｲｺﾈｸﾀｾｯﾄを2個以上有すること。

1-10-6
ユニバーサルｼｰﾙを40個以上有すること。

1-10-7
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄｶﾆｭｰﾗ8mmを4個以上有すること。

1-10-8
ｵﾌﾞﾁｭﾚｰﾀ8mmを1個以上有すること。

1-10-9
ﾁｯﾌﾟｶﾊﾞｰｱｸｾｻﾘを10個以上有すること。

1-10-10
ﾌｯﾄｽｲｯﾁｹｰﾌﾞﾙを1個以上有すること。

1-10-11
ﾓﾉﾎﾟｰﾗｺｰﾄﾞを3個以上有すること。
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1-10-12
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｺｰﾄﾞを3個以上有すること。

1-10-13
ｱｰﾑ用ﾄﾞﾚｰﾌﾟを40個以上有すること。

1-10-14
ｶﾗﾑ用ﾄﾞﾚｰﾌﾟを20個以上有すること。

1-10-15
カニューラゲージピンを３個以上有すること。

1-10-16
インストゥルメントトレー　（６本用）を7個以上有すること。

1-10-17
アクセサリトレーを2個以上有すること。

1-10-18
ﾗｰｼﾞﾆｰﾄﾞﾙﾄﾞﾗｲﾊﾞ8mmをﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ用として1個以上有すること。

1-10-19
ProGraspﾎｰｾﾌﾟｽ8mmをﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ用として1個以上有すること。

1-10-20
ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ8mmをﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ用として1個以上有すること。

1-10-21
ﾓﾉﾎﾟｰﾗｶｰﾌﾞﾄﾞｼｻﾞｰｽ8mmをﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ用として1個以上有すること。

1-10-22
MegaSutureCutﾆｰﾄﾞﾙﾄﾞﾗｲﾊﾞ8mmをﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ用として1個以上有すること。

1-10-23
TlP-UPﾌｪﾈｽﾄﾚｲﾃｯﾄﾞｸﾞﾗｽﾊﾟ8mmをﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ用として1個以上有すること。

1-10-24
インストゥルメントイントロデューサー8mmを３個以上有すること。

1-10-25
オプティカルオブチュレータ8mmを１２個以上有すること。

1-11
設置条件等は､以下の要件を満たすこと｡

1-11-1 設置場所は、５階手術室とする。
なお、具体的な設置場所については、本院担当者と協議のうえ決定すること。

1-11-2 本調達物品の使用に必要な電源、インターネット回線等の1次側設備については本院
が用意する。それ以外に必要な設備があれば受注者において用意し、その費用は本調
達に含むこと。
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1-11-3 受注者は納品前に現地下見を本院担当者立会いのもとに行い、一次側設備に不足が
ないことを確認し、不足があった場合には速やかにその旨を本院担当者に報告するこ
と。

1-11-4 輸送、養生、搬入、設置、配線、調整等に係るの全ての費用を含むこと。

1-11-5
搬入の際には受注者が必ず立会い、患者や職員との接触、本院の施設に損傷を与え
ないよう十分な注意を払うように務め、必要があれば搬入経路に養生等を施すこと。

1-11-6 万一、患者や職員との接触、本院の建物、設備等に損傷を与えた場合は、直ちに本院
担当者に連絡すること。
また、本院の建物、設備等に損傷を与えた場合は受注者の責任において原状に復する
こと。

1-11-7 装置の搬入等を行う際は、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院担当者と詳細
を打ち合わせの上、搬入計画を速やかに提出し、その内容について了承を得てから実
施すること。

1-11-8 養生、搬入、設置に伴い発生した梱包材等の廃棄物については、関係法令を遵守し、
適正に処分すること。

1-11-9 検収引き渡しまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を
持って行うこと。

1-11-10
機器の調整を十分行い、支障なく使用できるようにすること。

1-12
取り扱い説明、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ等は､以下の要件を満たすこと｡

1-12-1 本調達物品の操作及び保守の方法等について、必要な説明及び指導を行うこと。

1-12-2 取扱説明やﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、勉強会等に係る日時、場所、回数については、本院担当者と詳
細を打ち合わせの上、計画を速やかに提出し、その内容について了承を得てから実施
すること。

1-12-3 取扱説明やﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、勉強会等で消耗品が発生する場合は、その費用は本調達に含
み提供すること。

1-12-4 本装置の円滑な運用を実現するため、点検、調整及び技術ｻﾎﾟｰﾄを行える体制である
こと。またその費用は本調達に含むこと。

1-12-5
日本語の取扱説明書を電子データにて提供すること｡

1-13
保守体制等は､以下の要件を満たすこと｡

1-13-1 納入検査確認後1年間は､本院の故意又は過失による場合を除き､故障･修理等により
発生する費用を含むこと｡

1-13-2
故障の修理及び保守点検を実施可能な体制を有すること｡

1-13-3 障害発生時には、休日を含めた24時間体制で電話対応でき、緊急時には通知を受け
てから平日は24時間以内にｻｰﾋﾞｽ技術員を派遣手配できる体制であること。

1-13-4
ｻｰﾋﾞｽ技術員の派遣については、平日7時から22時の対応が可能なこと。

1-13-5 ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ、ｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ、ｼﾐｭﾚｰﾀの故障における修理・交換により発生する費用が通
常よりも安価であること。

1-13-6
予防保守点検、電気安全試験、ｼｽﾃﾑ動作確認試験等の定期点検を行うこと。
なお、点検の日程については、診療に支障をきたさないよう本院担当者と協議のうえそ
の指示に従うこと。

1-13-7 緊急保守については、故障発生時又は発生が予測される場合に、点検、修理、調整、
ｼｽﾃﾑﾛｸﾞの確認を速やかに行うこと。

1-13-8 部品交換については、障害又は不良と判断されたｼｽﾃﾑ部品について無償にて交換を
行うこと。

1-13-9 ﾘﾓｰﾄｻﾎﾟｰﾄについては、一次対応の時間短縮や予防保守のためﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及び解析を
行うこと。

1-13-10 ｿﾌﾄｳｴｱについては、最新ｿﾌﾄｳｴｱに更新しｼｽﾃﾑが正常に稼働できる状態にするこ
と。
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1-13-11 定期点検及び緊急保守を実施した場合は、業務完了後速やかに報告書を提出するこ
と。

2.その他
(性能､機能以外の要件)

2-1
その他､以下の要件を満たすこと｡

2-1-1 関係省庁への申請等に関して本院より資料等の招請を求められた場合は速やかに協
力､提供を行うこと｡

2-1-2
世界情勢や物流の影響等による納期遅延が発生した場合には、明確な理由を書面に
て提出すること。
納期遅延による納品不能、分納、代替え提案等が発生した場合の支払いについては都
度協議とする。

2-1-3 本仕様書に記載のない事項または記載内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者
が協議の上、定めるものとする。
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